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衆
議
院
議
員
秋
葉
賢
也
君
提
出
我
が
国
に
お
け
る
海
事
産
業
の
国
際
競
争
力
強
化
の
た
め
の
ト
ン
数
税
制
の
拡
充
に
関
す
る

質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
秋
葉
賢
也
君
提
出
我
が
国
に
お
け
る
海
事
産
業
の
国
際
競
争
力
強
化
の
た
め
の
ト
ン
数
税
制
の
拡
充
に
関

す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
い
わ
ゆ
る
「
ト
ン
数
標
準
税
制
」
に
つ
い
て
は
、
海
上
運
送
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
第
三

十
五
条
に
基
づ
き
、
対
外
船
舶
運
航
事
業
（
同
条
第
三
項
第
五
号
に
規
定
す
る
対
外
船
舶
運
航
事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

を
営
む
者
が
、
安
定
的
な
海
上
輸
送
の
確
保
を
図
る
た
め
に
必
要
な
日
本
船
舶
（
船
舶
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
四
十
六

号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
日
本
船
舶
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
そ
の
船
員
の
確
保
等
を
計
画
的
に
行
う
た
め
、
五
年
の

計
画
期
間
内
に
日
本
船
舶
の
隻
数
を
二
倍
以
上
に
増
加
さ
せ
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
等
の
要
件
に
適
合
す
る
日
本
船
舶
及
び

日
本
人
船
員
の
確
保
に
つ
い
て
の
計
画
を
作
成
し
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
、
そ
の
計
画
に
従
っ
て
日
本
船
舶
及
び

日
本
人
船
員
の
確
保
を
実
施
し
て
い
る
場
合
に
、
日
本
船
舶
を
用
い
て
営
む
事
業
に
つ
い
て
、
当
該
日
本
船
舶
の
純
ト
ン
数

に
応
じ
た
利
益
に
基
づ
き
課
税
所
得
を
計
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
仕
組
み
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
政
府
と
し
て
は
、

対
外
船
舶
運
航
事
業
を
営
む
者
の
計
画
の
履
行
状
況
を
確
認
し
つ
つ
、
平
成
二
十
年
度
か
ら
導
入
さ
れ
た
こ
の
制
度
を
含
む

日
本
船
舶
及
び
日
本
人
船
員
の
確
保
の
た
め
の
諸
施
策
の
効
果
を
見
極
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

一



二
及
び
三
に
つ
い
て

御
指
摘
の
船
舶
に
係
る
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
に
つ
い
て
は
、
安
定
的
な
国
際
海
上
輸
送
の
確
保
及
び
国
際
競
争
力
の

強
化
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
外
航
船
舶
（
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
三
百
四
十
九
条

の
三
第
五
項
に
規
定
す
る
外
航
船
舶
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
六
分
の
一
、
外
航
船
舶
の
う
ち
、
主
と
し
て
外

国
貿
易
の
た
め
外
国
航
路
に
就
航
し
、
か
つ
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
船
舶
に
つ
い
て
は
十
分
の
一
と
す
る
特
例
措
置
に
加

え
て
、
国
際
船
舶
（
海
上
運
送
法
第
四
十
四
条
の
二
に
規
定
す
る
国
際
船
舶
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
一
定
の
要
件

を
満
た
す
も
の
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
三
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
を
十
五
分
の
一
と
す
る
特
例
措
置
を
講
じ
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。

ま
た
、
国
際
船
舶
の
所
有
権
の
保
存
及
び
抵
当
権
の
設
定
の
登
記
に
係
る
登
録
免
許
税
の
税
率
に
つ
い
て
は
、
安
定
的
な

国
際
海
上
輸
送
の
確
保
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
海
上
運
送
事
業
者
（
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二

十
六
号
）
第
八
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
海
上
運
送
事
業
者
を
い
う
。
）
が
平
成
二
十
三
年
度
ま
で
に
国
際
船
舶
を

建
造
又
は
取
得
し
た
場
合
に
は
、
千
分
の
三
と
す
る
特
例
措
置
を
講
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
税
制
改
正
に
つ
い
て
は
、
税
制
調
査
会
に
お
い
て
審
議
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

二


